
犬や猫を多頭飼養することで「騒音や悪臭など近隣
の生活環境を悪化させる」、「飼いきれなくなり保健所
等が引き取る」などの事例が増加しています。

多頭飼養の実態把握やその飼い主への助言・指導を
行うことを目的に、岐阜県の条例に基づき７月１日か
ら多頭飼養する飼い主は、届け出が必要となります。

■対象者　犬や猫を合計10頭以上飼養する飼い主
■届出事項　飼育開始から30日以内に飼い主の氏

名・住所、飼養施設の所在地、飼養犬猫の数など
※すでに10頭以上飼育している方は、7月1日から30

日以内に届け出が必要です。
※第一種・第二種動物取扱業者や動物診療施設におけ

る飼養などの場合は、届け出は不要です。
※無届出や虚偽の届け出をした場合は、５万円以下の

過料に処せられます。

　東濃保健所生活衛生課（☎㉓1111・内線359）

運転免許証の自主返納を考えている方、病気などで運転を続けることに不安を感じている方、
そのご家族の方は、ぜひこの機会を利用してください。
●日時　7月13日（火）午前10時～午後３時
●場所　市役所多目的スペース
●対象　市内に居住する有効な運転免許証を保有している方で、
　　　　次のいずれにも該当しない方

①　免許の取り消し基準に該当している方
②　免許の停止などに該当している方
③　再試験の基準に該当している方

✓　運転免許証自主返納（取消申請）について
　運転免許証をお持ちください。（返納を希望する本人の来庁
が必要です）
✓　運転経歴証明書の交付手続きについて

運転経歴証明書（運転免許証サイズの身分証明書）を希望する
場合は、運転免許証のほか次の①～④が必要です。
①県収入証紙1,100円分　②郵送代＋簡易書留代（404円分の
切手）　③長型３号の封筒　④申請用写真（縦３㎝×横2.4㎝、
撮影後６カ月以内で無帽、正面、無背景の顔写真）
※収入印紙と切手は市役所会計課で購入できます。
※運転経歴証明書は、交付されるまで約３週間かかります。
※運転免許証を自主返納すると、帰りは運転できません。

加齢による認知・判断能力の低下や病気の
症状によって運転に不安を感じている高齢者、
その家族の方からの相談を受け付けます。相
談は、看護師資格を持つ医療専門職員が対応
します。

運転免許証自主返納

・ 　生活環境課（内線172）

市は、今年度「土岐市地域公共交通計画」（令和４～
８年度）を策定予定です。この計画は、地域にとって
望ましい旅客運送サービスの姿を明らかにするための
もので、これからの市の公共交通施策の方針などを定
める大切な計画です。計画を策定するため、市民の皆
さんの意見を聴かせてください。

■回答方法　インターネットアクセス
はこちらから。

※アンケートはインターネットのほか、
市民バス車内でも実施する予定です。
電話やメールでも受け付けます。下記問い合わせまで
連絡してください。

■回答期限　７月16日（金）

　産業振興課（内線321・ sangyo@city.toki.lg.jp）

ゆずりあう心で
� 夏の交通事故防止
７月11日（日）～20日（火）
夏の交通安全県民運動

そろそろ運転が心配…
運転免許証自主返納＆安全運転相談コーナー　in　土岐市

公共交通の計画に
意見を聴かせてください

犬や猫を多頭飼養している方は
届け出が必要になります

安全運転相談

６月15日（火）～７月６日（火）に
生活環境課（電話または窓口）へ
申し込みください。
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